
「変更調剤等ＦＡＸ連絡票」の記載方法について 

【保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応】 

□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤 

□保険医療機関へ情報提供 

いずれにチェックがあっても、残薬確認した場合、当院では 

「残薬調整後の報告可」 として運用します． 

 
※電子カルテは処方日数を修正時に 

「保険医療機関へ情報提供」に変更します． 

1)ラニラピッド錠 0.05mg  

    28日分 → 18日分（10日分残薬あり） 

2)ナトリックス錠 1mg 1錠 

  （3日に 1回）  28日分 → 10日分（3日に 1回） 

 

 

 

 

5）～6）           → 一包化 

Rp 番号だけでなく薬品名も
記入（間違い防止の為） 

残薬数も記入 
（間違い防止の為） 

プロトコル①～⑥に該当する場合は 

チェックを忘れずに 

①成分名が同一の銘柄変更 

②剤形の変更 

③規格の変更 

④処方日数の適正化（残薬調整） 

⑤一包化・半割・粉砕・混合調剤 

⑥外用薬の用法追記 

⑦薬効に影響する用法の変更 

（先発→後発への変更にﾁｪｯｸは不要） 

薬局名・電話番号・
調剤日は忘れずに 

2023.4 香川県立白鳥病院  

〇〇薬局 0879(〇〇)〇〇〇〇 
 4  4  15 

継続が必要な薬剤の 
日数は１日以上で 

一包化もここへ 
（外来服薬支援料算定） 

奇数の場合などは、不足が生じない
ように必要な日数で（多い方）で 


